
 

 

 

 

 

株式会社ヤマサ工業様が「ＳＤＧｓ宣言書」を策定されました！ 

～「とうほうＳＤＧｓサポートサービス」による「ＳＤＧｓ宣言書」策定支援～ 

 

東邦銀行（頭取 佐藤 稔）は、お客さまのＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な

開発目標）に関する取組みを支援するため、「とうほうＳＤＧｓサポートサービス（以下、本サービス

とします）」をご提供しております。 

この度、本サービスの利用を通じ、株式会社ヤマサ工業様が「ＳＤＧｓ宣言書」を策定されましたの

で、下記のとおりお知らせいたします。 

本サービスは、対話を通してお客さまのＳＤＧｓへの取組状況の確認と、経営課題の見える化を行う

ことで、お客さまの課題解決に向けた具体的な取組みをサポートしております。 

また、診断結果に基づく「ＳＤＧｓ宣言書」の作成により、お客さまの特色ある取組みを発信すると

ともに、社会全体でのＳＤＧｓの機運も高めております。 

当行では、引続きお客さまのニーズに応じたサービスを提供し、お客さまの成長・発展、持続可能な

地域社会の実現に貢献してまいります。 

記 

 

発行企業 株式会社ヤマサ工業 

代 表 者 代表取締役 佐藤 幸男 

所 在 地 福島県本宮市糠沢字五斗内１７６ 

事業内容 プラスチック成形加工品の加工および組立 

企業概要 

●当社では単色電動射出成形機 9台が稼働して

おります。お客さまからお預かりした金型で

成形を行い製品検査、梱包後に納品しており

ます。 

●生産体制は 24時間稼働で行い、お客さまの納

期要求に対応できる様、日々努めております。 

●部品生産から組立まで一括で担うことでコス

トの削減と合理性を実現しております。 

 

 

 

 

 

２０２４年４月８日 

東邦銀行グループでは、『とうほうＳＤＧｓ宣言』を制定し、グループ

全体で地域経済の活性化や社会的課題の解決に向けた取組みを通して 

“地域社会に貢献する会社へ”を目指しています。 

宣言書を手にする佐藤社長 



カテゴリ テーマ 具体的な取組み ＳＤＧｓゴール

人権・労働
ワークライフバランス

健康経営

多様な人材が活躍できる体制を整え、従業員の更なる満足度向上を目

指してまいります。

○長時間労働の抑制や有給休暇を取得しやすい環境を整備し、

　ワークライフバランスの向上を目指しております。

○育児・介護休暇制度の充実等、従業員が働きやすい職場環境

　を整備しております。

環境
脱炭素・省エネ

サステナブル調達

持続可能な地球環境を次世代に引き継ぐため、脱炭素経営の実現なら

びに資源循環型社会の実現を目指してまいります。

○照明設備や製造ライン等を導入する際は、省エネ設備を積極

　的に採用し、エネルギー使用量の削減に取組んでまいります。

○社会への影響度合いを常に確認しながらサステナブル調達を

　実施し、人権・環境に配慮した企業活動に取組んでまいります。

内部管理

組織体制

経営理念

情報収集・開示

創業以来、信念としている「先義後利」の精神のもと、一体感のある

組織を確立するとともに幅広いステークホルダーとの関係性を深めて

まいります。

○経営理念・経営目標の明文化、周知により一体感のある組織

　体制の構築に努めております。

○自社情報や他社情報について、事業所周辺地域の自治体やコ

　ミュニティと定期的に交流し、情報収集に努めております。

製品・サービス
品質・安全性の確保

社会課題の解決

製品・サービスの品質や安全確保のための管理体制を整備するととも

に、高品質な製品の提供、納期の順守を最優先に努めてまいります。

○製品・サービスの品質や安全性の確保に向け組織体制を整備

　し、安心・安全な品質管理に努めております。

○地球環境に配慮した事業活動を推進し、自主的で継続的な環

　境経営に取組んでまいります。

社会貢献

地域貢献
地域づくり

地域社会、環境・資源との調和を大切にし、ものづくりを通して地域

社会へ貢献してまいります。

○地域に根差す企業として自治体等との連携や周辺地域へのコ

　ミュニティなどを通じて、活気ある地域づくりに貢献してま

　いります。

○環境保全や生態系保全に配慮し、周辺地域の草刈や清掃活動

　に取組んでおります。

当社は国連が提唱する「持続可能な開発目標（SDGs）」に賛同し、持続可能な社会の実現に向けた取組みを以下の通り宣言します。

ＳＤＧｓ宣言書
2024年4月1日

株式会社 ヤマサ工業

ＳＤＧｓとは
「持続可能な開発目標（ Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ）」
の略称です。２０１５年９月、国連の「持続可能な開発のための２０３０
アジェンダ」で設定された、２０３０年を期限とする１７のゴール（目標）と
１６９のターゲットのことです。２０３０年までに、あらゆる貧困に終止符を
打ち、不平等を是正し、気候変動に対処するなど「誰一人置き去りに
しない」ための取組みを掲げています。


